
８ 関連する法律・条例（１）
・福岡県では、平成７年に「福岡県部落差別事象の発生の防止に関する条例」を制定し、

結婚や就職の際の部落差別事象の発生の防止をはじめ同和問題の解決に努めてきました。

・しかしながら、従来からの差別発言や差別落書きに加え、情報化の進展による状況の

変化に伴い、インターネット上での差別書込みや電子版「部落地名総鑑」の問題など新たな

部落差別事象が発生しています。

・また、部落差別は許されないものであるとした「部落差別の解消の推進に関する法律」が

平成２８年１２月に施行され、地方公共団体は、その地域の実情に応じた施策を

講ずるよう努めるものと規定されました。

・こうしたことから、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現するため、

平成７年に制定した「福岡県部落差別事象の発生の防止に関する条例」を改正し、

「部落差別の解消の推進に関する法律」に定められた基本理念や相談

体制の充実、教育・啓発の推進などの規定を新たに加えた「福岡県部落差別の解消の

推進に関する条例」を制定しました。

・なお、職業安定法第5条の５ 及び指針（平成11年労働省告第141 号）により、

社会的差別の原因となるおそれがある個人情報などについては、原則として収集が認められ

ません。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=428AC1000000109
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/142841.pdf
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/142841.pdf
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/haken4/1a.html


８ 関連する法律・条例（２）
職業安定法第５条の５

指針（平成11 年労働省告示第141 号）

公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を行

う者及び募集受託者、特定募集情報等提供事業者並びに労働者供給事業者及び労働者

供給を受けようとする者（中略）は、それぞれ、その業務に関し、求職者、労働者になろうと

する者又は供給される労働者の個人情報（以下この条において「求職者等の個人情報」と

いう。）を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範

囲内で、厚生労働省令で定めるところにより、当該目的を明らかにして求職者等の個人情報

を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。

ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

第５ 求職者等の個人情報の取扱いに関する事項（法第５条の５）

イ 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となる

おそれのある事項
ロ 思想及び信条
ハ 労働組合への加入状況

１ 個人情報の収集、保管及び使用

（2）職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等

提供事業者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者は、その業務の目的の

達成に必要な範囲内で、当該目的を明らかにして個人情報（注）を収集することとし、次に

掲げる個人情報を収集してはならないこと。ただし、特別な職業上の必要性が存在することそ

の他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合は

この限りでないこと。

http://vj42cms01.pref.fukuoka.jp/control/index2.php
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/h241218-03.pdf

